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第１回 四国中央市農業委員会総会  議事録 

 

                      開会 令和２年４月８日(13：30～) 
                   ＪＡうま経済センター２階 会議室 

                       

局 長 みなさん、ご起立願います。 

 「礼」ご着席ください。 

 それでは、開会にあたりまして、会長から総会招集の挨拶をお願いします。 

会 長 （会長挨拶） 

 

議 長 只今の出席委員数は、１８名であります。 

 したがいまして、「農業委員会等に関する法律」第２７条第３項の規定によ

り、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 よって、「第１回四国中央市農業委員会総会」を開会いたします。 

議 長 これより、会議を開きます。 

議 長 議事日程は、お手元に配布のとおりであります。  

議 長 ご報告いたします。総会会議規則第３条の規定により、 

 ４番 横 尾  昇 （よこお のぼる  ） 委員 

から欠席届がありましたので、ご報告いたします。 

また、農地利用最適化推進委員の 

７番 宇 髙  勉 （うだか つとむ ） 委員 

より欠席届がありましたので、お知らせいたします。 

議 長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

議 長 会議録署名委員は、総会会議規則第１５条第２項の規定により、 

３番 高橋忠明 (たかはし ただあき） 委員 

５番 押条和司朗 （おすじょう かずしろう）委員 

 を指名いたします。 



議 長 日程第２、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

を議題といたします。 

 報告を求めます。合田 圭（けい）君 

合 田 それでは、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

報告します。 

農地法では、農地の賃貸借権の解除、解約については県知事の許可を得るこ

ととなっておりますが、土地を引き渡す６か月前までに成立した合意解約に

ついては、県知事の許可を得ることなく、農業委員会へ通知することにより

解約が成立することとなっております。今回、議案書記載のとおり通知があ

りましたので報告します。 

受付番号１、土居町藤原６番耕地の田１筆については、令和２年２月２１日

の解約。 

受付番号２から４までは、同一借人から、土居町畑野の田５筆については、

令和２年２月２６日解約。 

受付番号５、土居町中村の畑１筆については、令和２年３月１３日解約。 

受付番号６、土居町土居の田１筆については、令和２年３月１５日解約。 

以上、６件の解約通知がありましたので報告します。 

議 長 以上で報告は終わりました。 

議 長 日程第３、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による 許可申請につい

て」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。合田 圭（けい）君。 

合 田 議案第１号、「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」ご説明

いたします。 

申請案件すべて、農地法第３条第２項の各号に該当しておらず、許可要件を

満たしています。 

受付番号９、寒川町の田１筆については、農地法3条による賃貸借権の設定



です。近隣で耕作便利なため設定するもので、許可後は水稲の作付けを予

定しています。 

受付番号１０、土居町入野の畑１筆、については、地役権の設定です。 

設定権者は、近隣で太陽光発電事業を行っており、送電線敷設のため、申請

地に地役権を設定するものです。 

受付番号１１、土居町入野の畑２筆についても、受付番号１０番と同一事業

者が送電線敷設のため、申請地に地役権を設定するものです。 

１０番、１１番とも申請地は隣接しています。 

受付番号１２、１３については譲受人が同一人のため一括で説明します。 

受人は事業所を営んでいますが、息子に事業承継したのを機に、以前より興

味を持っていた農業を営むこととし、病気で耕作できなくなった弟の所有

する１３番の土居町津根の土地、田３筆と息子の家に隣接する１２番の土

地、畑１筆を有償移転し、また、兄の所有する４筆の土地に利用権を設定

し、新規就農するものです。 

新規就農については３月２３日に地元推進委員と事務局により就農に関し

ヒアリングを実施しております。また、今回の案件については、後程ご説

明いたします利用権設定の承認、告示後でなければ農地法第３条第２項の

下限面積要件を満たさないため、許可についてはその後を予定しています。

受付番号１４、土居町津根の田１筆については、農地法３条による有償移

転です。請人は経営規模拡大のため有償移転するもので、許可後は水稲の

作付けを予定しています。 

議案書に関する説明は以上となりますが、議決の必要な議案については、農

業委員、推進委員の皆様による審議後、農業委員の皆様による議決をお願

いいたします。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 



議 長 これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長 受付番号９番、について質疑ありませんか。 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 続きまして１０番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 １１番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 １２番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 １３番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 １４番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。  

委 員 ｢特になし」との声。 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 議案第１号、「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」原案の

とおり許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。よって、議案第１号は、原案のとおり許可することに

決しました。 

議 長 日程第４、議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請に対する意見について」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた） 君  

石 川 それでは議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画



変更申請について」ご説明いたします。 

申請件数は、２件で、すべての案件について許可要件である、「立地基準」

「一般基準」ともに満たしております。 

受付番号２ 寒川町の案件について、当初計画は、紙のコーティング工場建

設として、平成３１年３月２０日に許可を受けましたが、点在している借倉

庫及び借作業場を集約した工場を建設するため、議案第３号 受付番号４２

の案件と関連していますが、隣接地１０筆を含めて工場・倉庫・作業場を一

体的に建設するため事業計画を変更するものです。 

受付番号３ 土居町土居の案件について、当初計画者は自己所有農地への進

入路を建設するため、平成１３年８月２０日に許可を受け、事業を進めてい

く予定でありましたが、不慮の事故により従前のように耕作することができ

なくなり進入路建設を断念しました。議案第３号 受付番号４５の案件と関

連していますが、継承者は借家住いのため、将来のことを考え両親の自宅の

隣地である申請地を譲り受けて自己住宅を建築するための宅地進入路を建

設するために事業計画を変更するものです。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長 これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長 受付番号２番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 受付番号３番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員 ｢特になし。」との声。 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 



議 長 議案第２号、「農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請

に対する意見について」原案のとおり賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。よって、議案第２号は、許可相当と認め、進達するこ

とに決しました。 

議 長 日程第５、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた）君  

石 川 それでは議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明いたします。 

申請件数は１８件で、すべての案件について、許可要件である「立地基準」

「一般基準」ともに満たしております。 

受付番号３０ 金生町下分の案件について、現在、受人は賃貸物件に家族５

人で居住していますが、老朽化も進み、また、子供の成長に伴い手狭である

ため、実家にも近く、生活環境も整っている祖母所有の申請地を借り受けて

の一般個人住宅建築です。 

受付番号３１ 金生町下分の案件について、受人は昨年結婚し、新居を建築

するため、祖父所有の申請地を借り受けての一般個人住宅建築です。 

受付番号３２ 妻鳥町の案件について、受人は賃貸共同住宅を建築するにあ

たり土地を探していたところ、双方の利害が合致し、申請地を譲り受けての

賃貸共同住宅建築です。 

受付番号３３ 妻鳥町の案件について、受人は市内において自動車販売業を

営んでいますが、現店舗は手狭で老朽化も激しいことから、交通の利便性も

よく周辺の環境も整った申請地を借り受けての店舗・修理工場建設です。 

受付番号３４ 妻鳥町の案件について、受人は自身が役員を務める会社に賃

貸するための資材置場を確保するため、申請地を譲り受けての貸資材置場建



設です。 

受付番号３５ 金田町半田の案件について、受人は注文住宅建築工事業及び

土木業を営んでいますが、受注の増加により、資材置場と倉庫等の確保が急

務となり、受人の妻が所有する申請地を借り受けての資材置場建設です。な

お、既に造成されておりますが、始末書が提出されています。 

受付番号３６下柏町の案件について、受人は宅地建物取引業を営んでいます

が、現在同地域内で住宅の建設を希望するお客が多いにもかかわらず、物件

を準備することができていないため、生活施設から近く、住環境の整った申

請地を譲り受けての分譲宅地造成です。 

受付番号３７ 中曽根町の案件について、受人は申請地の近隣で電設業を営

んでいるが、事業拡大に伴い作業用車両を購入するにあたり、現倉庫がある

土地では、全面道路は狭く車両が通行することができないため、申請地を譲

り受けての駐車場・通路の建設です。 

なお、既に造成されておりますが、始末書が提出されています。 

受付番号３８ 中曽根町の案件について、受人は宅地建物取引業を営んでい

ますが、製紙及び紙加工関連の工業地帯である当地は、周辺市町村からの遠

距離通勤者も多く、持家指向が極めて強い顧客のニーズに合致した良質・低

廉な住宅地需要に応えるべく申請地を譲り受けての分譲宅地造成です。 

受付番号３９ 中曽根町の案件について、現在、受人は賃貸物件にて居住し

ていますが、自己住宅を建築するため、生活環境も整っている祖父所有の申

請地を借り受けての一般個人住宅建築です。 

受付番号４０ 具定町の案件について、現在、受人は賃貸物件にて居住して

いますが、一昨年子供が生まれ手狭となったために、自己住宅を建築するに

あたり、祖母所有の申請地を借り受けての一般個人住宅建築です。 

受付番号４１ 寒川町の案件について、受人は隣接地でアパート経営をして

いますが、申請地周辺の住宅需要が高まるなか、十分に供給できていない実



情を受け、申請地を譲り受けての賃貸共同住宅建築です。 

受付番号４２ 寒川町の案件について、議案第２号 受付番号２の案件と関

連していますが、受人は付箋の紙加工及び販売を主力とした紙加工場を営ん

でいます。今回、点在している借倉庫及び借作業場を集約した工場を建設す

るため、申請地を譲り受けての工場建設です。 

受付番号４３ 豊岡町豊田の案件について、受人は太陽光売電業を営んでお

り、日当たりが良く太陽光発電事業に適している申請地を譲り受けての太陽

光発電施設建設です。 

受付番号４４ 土居町上野の案件について、受人は太陽光売電業を営んでお

り、日当たりが良く太陽光発電事業に適している申請地を譲り受けての太陽

光発電施設建設です。 

受付番号４５ 土居町土居の案件について、議案第２号 受付番号２の案件

と関連していますが、現在、受人は賃貸物件に妻と子供２人で居住していま

すが、子供の成長に伴い手狭であるため、実家にも近く、また生活環境も整

っている申請地を譲り受けての一般個人住宅建築です。 

受付番号４６ 土居町津根の案件について、受人が所有する隣接農地への進

入路が狭いため、申請地を譲り受けての進入路建設です。 

受付番号４７ 土居町津根の案件について、受人は運送業を営んでいますが

従業員の駐車場が確保できず、倉庫入口前に駐車するなどして対応しており、

倉庫の使用について支障をきたしており、今回申請地を譲り受けての露天駐

車場建設です。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長 これより、質疑にはいります。委員で、補足説明があれば、よろしくお願い

します。 

議 長 受付番号３０番 

委 員 特に異議ありません。 



議 長 ３１番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３２番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３３番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３４番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３５番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３６番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３７番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３８番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ３９番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４０番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４１番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４２番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４３番 

委 員 特に異議ありません。 



議 長 ４４番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４５番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４６番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ４７番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員 ｢特になし。」との声。 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 議案第３号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見」に

ついて、原案のとおり賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。 

よって、議案第３号は、許可相当と認め、進達することに決しました。 

議 長 日程第６、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可後の許可取り

消し願いに対する意見について」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた）君  

石 川 それでは、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可後の許可取消

願について」ご説明いたします。 

受付番号１ 下柏町の案件について、申請者は賃貸共同住宅を建築するため

に許可を受けましたが、事業計画に変更が生じたため、許可を取り消したい

との願がありましたので許可を取り消すものです。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 



議 長 これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長 受付番号１番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員 ｢特になし。」との声。 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可後の許可取り消し願いに

対する意見について」原案のとおり賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。 

よって、議案第２号は、許可相当と認め、進達することに決しました。 

議 長 日程第７議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく、「農地利用集積計

画の承認について」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。合田 圭（けい）君。 

合 田 それでは、議案第５号「農業経営 基盤強化促進法に基づく農地利用集積計

画の承認について」ご説明いたします。 

受付番号５６、寒川町の田３筆については、５年間の使用貸借です。 

受付番号５７、寒川町の田３筆については、５年間の使用貸借です。 

この申請は、農地所有者が亡くなっているため、相続人の２分の１を超える

同意を得て申請しております。 

受付番号５８、寒川町の田２筆については、３年間の使用貸借です。 

こちらも、農地所有者が亡くなっているため、相続人の２分の１を超える同

意を得て申請しております。 

受付番号５９、寒川町の田１筆については、３年間の使用貸借です。 

受付番号６０、寒川町の田１筆については、３年間の使用貸借です。 



こちらも、農地所有者が亡くなっているため、相続人の２分の１を超える同

意を得て申請しております。 

受付番号６１、寒川町の田１筆については、３年間の使用貸借です。 

受付番号６２、土居町中村の田２筆については、３年間の賃貸借です。 

受付番号６３、土居町中村の畑１筆については、３年間の使用貸借です。 

受付番号６４、土居町津根畑４筆については、５年間の使用貸借です。 

新規就農案件ですが、農地法３条受付番号１２，１３のところで説明しまし

たので省略いたします。 

受付番号６５から番号７８までは再設定のため、説明は省略します。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

先ほど担当が説明したとおり、受付番号６５番から７８番については再設定

であります。 

議 長 これより、質疑にはいります。 

議 長 受付番号５６番、質疑はありませんか。 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ５７番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ５８番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ５９番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ６０番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ６１番 

委 員 特に異議ありません。 



議 長 ６２番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ６３番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 ６４番 

委 員 特に異議ありません。 

議 長 受付番号６５番から７８番までの再設定について質疑はありませんか。 

委 員 (特になしとの声） 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 議案第５号、「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認」

について、支障がない旨の意見とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。よって、議案第５号は、支障がない旨の意見とするこ

とに決しました。 

議 長 日程第８、議案第６号、「非農地証明願について」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた）君。 

石 川 それでは、議案第６号 非農地証明願についてご説明します。受付番号２ 

富郷町津根山の畑１筆につきまして、昭和２５年以前より山林として利用し

ていました。よって、農地法が施行された日（昭和２７年１０月２１日）前

から非農地であった土地と認められるためです。なお、現地については地元

農業委員さんと同行し確認しております。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長 受付番号２番、質疑はありませんか。 



委 員 特にありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員  (特になしとの声） 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 議案第６号、「非農地証明願について」、原案のとおり許可することに、賛成

の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。よって、議案第６号は、原案のとおり許可することに

決しました。 

議 長 日程第９、諮問第９号、「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止について」、

を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた）君。 

石 川 それでは、諮問第１号「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止について」

ご説明いたします。 

申請は３件で、議案第３号の「農地法第５条の関連案件」です。 

すべての案件において許可の判断基準となる、「隣接土地所有者」及び「水

利組合、若しくは地元土地改良区の同意書」が添付されています。 

受付番号４については議案第３号受付番号３０に関連して、申請人より、公

共の用に供されていないため、払い下げを受け、所有地の進入路として利

用する予定です。 

受付番号５については議案第３号受付番号３３に関連して、申請人より、宅

地として使用するため、払い下げを受け、所有地の一体利用地として利用

する予定です。 

受付番号６については議案第３号受付番号４２に関連して、申請人より、工

場用地として使用するため、払い下げを受け、所有地の一体利用地として

利用する予定です。 



以上簡単ですが、説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

これより、質疑にはいります。 

委員の方で、補足説明があれば、お願いします。 

議 長 受付番号４番、質疑はありませんか。 

委 員 特にありません。 

議 長 ５番 

委 員 特にありません。 

議 長 ６番 

委 員 特にありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員 (特になしとの声） 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 諮問第１号、「法定外公共財産（道・水路）の用途廃止について」は、「廃止

しても支障がない旨の意見」とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 

議 長 挙手全員であります。 

よって、諮問第１号は、「廃止しても支障がない旨の意見」とすることに決

しました。 

議 長 日程第10、諮問第２号、「農業振興地域整備計画の変更に対する意見につい

て」を議題といたします。 

議 長 議案の説明を求めます。石川 考太（こうた）君。 

石 川 諮問第２号 「農業振興地域整備計画の変更について」ご説明します。 

受付番号１ 個別除外の案件です。 

申請者は市内に本社を置き、豊岡町大町に所有する加工場を拠点とし、紙加

工及び販売業を全国展開しています。紙加工製品は、近年、競争の激化によ



り差別化された製品が求められており、高付加価値のある製品の開発・製

造・販売が必要となっています。また、他社との差別化を図るため、数年前

に既存加工場に隣接する土地を取得し、コーヒーフィルター等の実用新案権

を取得するなど、高付加価値を付加した製品の専用加工場を増設し事業を展

開したところ、受注の増加に伴い生産が追い付かない状態であり、現状の供

給不足を解消し需要に応えるため、新たな生産ラインを整備する必要に迫ら

れています。そこで、既存の加工場に隣接した駐車場を新たに加工場として

建設し生産ラインを整備することで、他社よりも高付加価値の製品を提供し、

顧客のニーズに応えようと計画しました。 

それにより、従業員の駐車場不足や製品の受注増加による製品保管場所の確

保等クリアしなければいけない課題があり、事業用地の拡張を図るための選

定条件として、申請者の既存工場に隣接し、近隣の踏切は車両の通行に制限

があるためＪＲ沿線より以北、市道豊岡寒川線沿線で、一団の土地を形成し

一体利用が可能な範囲の３，０００㎡程度の土地を選定対象とし複数検討し

ましたが、適地がなく、農用地区域から除外するものです。 

以上で説明を終わります。 

議 長 以上で、議案の説明は終わりました。 

議 長 これより、質疑にはいります。 

議 長 受付番号１番、質疑はありませんか。 

委 員 特にありません。 

議 長 ほかに、質疑はありませんか。 

委 員 (特になしとの声） 

議 長 格別ないようですので、これより採決いたします。 

議 長 諮問第１号、「農業振興地域整備計画の変更に対する意見について」は、「変

更しても支障がない旨の意見」とすることに、賛成の委員の挙手を求めます。 

委 員 （委員各自挙手） 



議 長 挙手全員であります。 

よって、諮問第２号は、「変更しても支障がない旨の意見」とすることに決

しました。 

議 長 以上をもって、本日の日程並びに本総会に付議された案件は、すべて終了い

たしました。 

議 長 これより、その他の協議にはいります。 

委員の皆さんから、何かご意見等がありましたらお願いします。 

委 員 （特になしとの声） 

議 長 ないようでしたら、局長より、その他事務報告をお願いします。 

局  長 事務報告。 

議 長 長時間にわたり、慎重なご審議、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、「第１回四国中央市農業委員会総会」を閉会いたします。 

 ご協力、ありがとうございました。 

局 長 ご起立願います。 

篠原局長 「礼」、お疲れ様でした。 

閉会時間 （14：30） 

  




